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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　人事委員会規則� 所管課（室）名

○職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則� 人事委員会事務局

○給料表の適用範囲に関する規則等の一部を改正する規則� 〃

　職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年12月24日

� 長崎県人事委員会委員長　水上　正博　

長崎県人事委員会規則第21号

　　　職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則

　（職員の給料等の支給に関する規則の一部改正）

第�１条　職員の給料等の支給に関する規則（昭和33年長崎県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改正す

る。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（勤勉手当の成績率）

第�30条　成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるもの

とする。

　⑴�　定年前再任用短時間勤務職員以外の職員　100分の

322.5（特定幹部職員にあっては、100分の382.5）

　⑵�　定年前再任用短時間勤務職員　100分の157.5（特定幹

部職員にあっては、100分の187.5）

　⑶�　一般職の任期付職員の採用等に関する条例第４条第１

項の給料表の適用を受ける職員　100分の270

別表第３（第９条の６関係）

職員の区分

期間の区分

１項職員
２項職員 ３項職員

１種 ２種 ３種 ４種

円 円 円 円 円 略

１年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 52,100

１年以上２年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 52,100

２年以上３年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 52,100

３年以上４年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 52,100

４年以上５年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 52,100

５年以上６年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 52,100

６年以上７年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 50,300

７年以上８年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 48,500

８年以上９年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 46,700

９年以上10年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 44,900

10年以上11年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 43,100

11年以上12年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 41,300

12年以上13年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 39,500

　（勤勉手当の成績率）

第�30条　成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるもの

とする。

　⑴�　定年前再任用短時間勤務職員以外の職員　100分の315

（特定幹部職員にあっては、100分の375）

　⑵�　定年前再任用短時間勤務職員　100分の150（特定幹部

職員にあっては、100分の180）

　⑶�　一般職の任期付職員の採用等に関する条例第４条第１

項の給料表の適用を受ける職員　100分の262.5

別表第３（第９条の６関係）

職員の区分

期間の区分

１項職員
２項職員 ３項職員

１種 ２種 ３種 ４種

円 円 円 円 円 略

１年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 51,600

１年以上２年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 51,600

２年以上３年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 51,600

３年以上４年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 51,600

４年以上５年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 51,600

５年以上６年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 51,600

６年以上７年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 49,800

７年以上８年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 48,000

８年以上９年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 46,200

９年以上10年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 44,400

10年以上11年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 42,600

11年以上12年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 40,800

12年以上13年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 39,000

　　　　目　　　　　次

　　　　人事委員会規則
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13年以上14年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 37,700

14年以上15年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 36,300

15年以上16年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 34,900

16年以上17年未満 413,200 367,300 307,500 250,500 33,500

17年以上18年未満 408,800 363,300 304,200 247,900 32,100

18年以上19年未満 404,400 359,300 300,900 245,300 30,700

19年以上20年未満 400,000 355,300 297,600 242,700 29,300

20年以上21年未満 395,600 351,300 294,300 240,100 27,900

21年以上22年未満 381,600 339,000 283,300 230,500 27,300

22年以上23年未満 365,100 324,300 271,300 219,900 26,700

23年以上24年未満 348,600 308,800 258,800 208,900 25,700

24年以上25年未満 332,100 293,300 246,300 197,900 25,100

25年以上26年未満 315,600 277,300 233,800 186,900 24,500

26年以上27年未満 298,100 260,300 218,300 173,500 23,900

27年以上28年未満 280,600 243,300 202,800 160,100 23,300

28年以上29年未満 263,100 226,300 187,300 146,700 22,500

29年以上30年未満 245,100 208,800 171,800 133,300 22,200

30年以上31年未満 227,100 191,300 155,300 119,300 21,800

31年以上32年未満 209,100 173,800 138,800 105,300 21,200

32年以上33年未満 190,100 155,800 122,300 90,500 20,300

33年以上34年未満 171,100 137,300 104,300 74,000 19,400

34年以上35年未満 152,100 118,800 86,300 57,500 18,700

備考　略

別表第３の２（第９条の８関係）

職員の区分

期間の区分
２項職員 ３項職員

円 略

１年未満 36,500

１年以上２年未満 36,500

２年以上３年未満 36,500

３年以上４年未満 36,500

４年以上５年未満 36,500

５年以上６年未満 36,500

６年以上７年未満 35,200

７年以上８年未満 34,000

８年以上９年未満 32,700

９年以上10年未満 31,400

10年以上11年未満 30,200

11年以上12年未満 28,900

12年以上13年未満 27,700

13年以上14年未満 26,400

14年以上15年未満 25,400

15年以上16年未満 24,400

16年以上17年未満 23,500

17年以上18年未満 22,500

18年以上19年未満 21,500

19年以上20年未満 20,500

20年以上21年未満 19,500

21年以上22年未満 19,100

22年以上23年未満 18,700

23年以上24年未満 18,000

24年以上25年未満 17,600

25年以上26年未満 17,200

26年以上27年未満 16,700

27年以上28年未満 16,300

28年以上29年未満 15,800

29年以上30年未満 15,500

13年以上14年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 37,200

14年以上15年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 35,800

15年以上16年未満 416,600 370,400 310,000 252,400 34,400

16年以上17年未満 412,200 366,400 306,700 249,800 33,000

17年以上18年未満 407,800 362,400 303,400 247,200 31,600

18年以上19年未満 403,400 358,400 300,100 244,600 30,200

19年以上20年未満 399,000 354,400 296,800 242,000 28,800

20年以上21年未満 394,600 350,400 293,500 239,400 27,400

21年以上22年未満 378,600 336,400 281,500 228,700 26,800

22年以上23年未満 360,100 320,400 268,000 217,200 26,200

23年以上24年未満 341,100 303,900 254,500 205,700 25,200

24年以上25年未満 322,100 287,400 241,000 194,200 24,600

25年以上26年未満 302,600 270,900 227,500 182,700 24,000

26年以上27年未満 281,600 251,400 210,500 168,700 23,400

27年以上28年未満 260,600 231,900 193,500 154,700 22,800

28年以上29年未満 239,600 212,400 176,500 140,700 22,000

29年以上30年未満 217,600 192,900 159,500 126,400 21,700

30年以上31年未満 195,600 172,400 142,000 111,900 21,300

31年以上32年未満 173,600 151,900 124,500 97,400 20,700

32年以上33年未満 150,600 131,400 107,000 82,200 19,800

33年以上34年未満 127,600 109,900 87,000 64,200 18,900

34年以上35年未満 104,600 88,400 67,000 46,200 18,200

備考　略

別表第３の２（第９条の８関係）

職員の区分

期間の区分
２項職員 ３項職員

円 略

１年未満 36,100

１年以上２年未満 36,100

２年以上３年未満 36,100

３年以上４年未満 36,100

４年以上５年未満 36,100

５年以上６年未満 36,100

６年以上７年未満 34,900

７年以上８年未満 33,600

８年以上９年未満 32,300

９年以上10年未満 31,100

10年以上11年未満 29,800

11年以上12年未満 28,600

12年以上13年未満 27,300

13年以上14年未満 26,000

14年以上15年未満 25,100

15年以上16年未満 24,100

16年以上17年未満 23,100

17年以上18年未満 22,100

18年以上19年未満 21,100

19年以上20年未満 20,200

20年以上21年未満 19,200

21年以上22年未満 18,800

22年以上23年未満 18,300

23年以上24年未満 17,600

24年以上25年未満 17,200

25年以上26年未満 16,800

26年以上27年未満 16,400

27年以上28年未満 16,000

28年以上29年未満 15,400

29年以上30年未満 15,200
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30年以上31年未満 15,300

31年以上32年未満 14,800

32年以上33年未満 14,200

33年以上34年未満 13,600

34年以上35年未満 13,100

備考　略

30年以上31年未満 14,900

31年以上32年未満 14,500

32年以上33年未満 13,900

33年以上34年未満 13,200

34年以上35年未満 12,700

備考　略

　（通勤手当の支給に関する規則の一部改正）

第２条　通勤手当の支給に関する規則（昭和46年長崎県人事委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（自動車等使用者についての特例）

第�９条　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（昭和47年長崎県条例第58号）附則第７項に規定する職員

の通勤距離の区分に応じ、人事委員会規則で定める額は、

次の各号に掲げる額とする。

　⑴～⑽　略

　⑾�　自動車等を使用する距離が片道50キロメートル以上55

キロメートル未満　３万2,300円

　⑿�　自動車等を使用する距離が片道55キロメートル以上60

キロメートル未満　３万5,500円

　⒀�　自動車等を使用する距離が片道60キロメートル以上65

キロメートル未満　３万8,700円

　⒁�　自動車等を使用する距離が片道65キロメートル以上70

キロメートル未満　４万2,200円

　⒂�　自動車等を使用する距離が片道70キロメートル以上75

キロメートル未満　４万5,700円

　⒃�　自動車等を使用する距離が片道75キロメートル以上　

４万9,200円

　（自動車等使用者についての特例）

第�９条　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（昭和47年長崎県条例第58号）附則第７項に規定する職員

の通勤距離の区分に応じ、人事委員会規則で定める額は、

次の各号に掲げる額とする。

　⑴～⑽　略

　⑾�　自動車等を使用する距離が片道50キロメートル以上55

キロメートル未満　３万2,100円

　⑿�　自動車等を使用する距離が片道55キロメートル以上60

キロメートル未満　３万4,300円

　⒀�　自動車等を使用する距離が片道60キロメートル以上65

キロメートル未満　３万7,300円

　⒁�　自動車等を使用する距離が片道65キロメートル以上70

キロメートル未満　４万300円

　⒂�　自動車等を使用する距離が片道70キロメートル以上75

キロメートル未満　４万3,200円

　⒃�　自動車等を使用する距離が片道75キロメートル以上　

４万5,000円

　（宿日直手当の支給に関する規則の一部改正）

第�３条　宿日直手当の支給に関する規則（昭和46年長崎県人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正す

る。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

第�３条　宿日直手当の額は、その勤務１回につき、次の各号

に掲げる額とする。ただし、勤務時間が５時間未満の場合

は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とす

る。

　⑴�　前条第１号及び第５号の勤務（第５号に掲げる勤務の

うち別表第２に定める機関における勤務を除く。）につ

いては、4,700円

　⑵�　前条第２号（人事委員会が定める者に限る。）及び第

３号の勤務については、6,400円

　⑶�　前条第４号及び第５号の勤務（第５号に掲げる勤務の

うち別表第２に定める機関における勤務）並びに前条第

６号の勤務については、7,700円

　⑷　前条第７号及び第８号の勤務については、２万2,500円

２　略

別表第２（第３条関係）

　ア　略

第�３条　宿日直手当の額は、その勤務１回につき、次の各号

に掲げる額とする。ただし、勤務時間が５時間未満の場合

は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とす

る。

　⑴�　前条第１号及び第５号の勤務（第５号に掲げる勤務の

うち別表第２に定める機関における勤務を除く。）につ

いては、4,400円

　⑵�　前条第２号（人事委員会が定める者に限る。）及び第

３号の勤務については、6,100円

　⑶�　前条第４号及び第５号の勤務（第５号に掲げる勤務の

うち別表第２に定める機関における勤務）並びに前条第

６号の勤務については、7,400円

　⑷　前条第７号及び第８号の勤務については、２万1,000円

２　略

別表第２（第３条関係）

　ア　略
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　イ　（学校）

諫早高等学校　五島高等学校　国見高等学校　対馬高等

学校　諫早農業高等学校　鹿町工業高等学校　五島海陽

高等学校　長崎鶴洋高等学校　盲学校　ろう学校　諫早

特別支援学校　虹の原特別支援学校　大村特別支援学校

　ウ　略

　イ　（学校）

諫早高等学校　五島高等学校　国見高等学校　上五島高

等学校　対馬高等学校　諫早農業高等学校　鹿町工業高

等学校　五島海陽高等学校　長崎鶴洋高等学校　盲学校

　ろう学校　諫早特別支援学校　虹の原特別支援学校　

大村特別支援学校

　ウ　略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。ただし、改正後の職員の給料等の支給に

関する規則第30条の規定は、令和７年12月１日から適用する。

　給料表の適用範囲に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年12月24日

� 長崎県人事委員会委員長　水上　正博　

長崎県人事委員会規則第22号

　　　給料表の適用範囲に関する規則等の一部を改正する規則

　（給料表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第�１条　給料表の適用範囲に関する規則（昭和32年長崎県人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正す

る。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（教育職給料表（二）の適用範囲等）

第�５条　教育職給料表（二）は、次の各号に掲げる職員に適

用する。

　⑴　略

　⑵�　特別支援学校で専攻科又は高等部が設置されているも

のに勤務する校長、副校長及び教頭、これらの学校の専

攻科又は高等部に勤務する主幹教諭、指導教諭、教諭、

養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習

助手及び寄宿舎指導員並びにこれらの学校の専攻科又は

高等部の教科を担任する次条第１項第２号に掲げる者

　⑶　略

２�　教育職給料表（二）備考⑵及び高等学校教育職給料表備

考⑵の人事委員会規則で定める職員は、前項各号に掲げる

者及び高等学校教育職給料表の適用を受ける者のうちその

職務の級が３級又は４級である者とする。

　（教育職給料表（三）の適用範囲等）

第�６条　教育職給料表（三）は、次の各号に掲げる職員に適

用する。

　⑴　略

　⑵�　特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教

諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養

護助教諭、講師及び寄宿舎指導員（前条第１項第２号に

掲げる者を除く。）

２�　教育職給料表（三）備考⑵及び小学校中学校教育職給料

表備考⑵の人事委員会規則で定める職員は、前項第１号に

掲げる者及び小学校中学校教育職給料表の適用を受ける者

のうちその職務の級が３級又は４級である者とする。

３�　第１項の職員のうち同項第２号に掲げる者については、

同項の規定にかかわらず、当分の間、教育職給料表（二）

を適用する。この場合において、その職務の級が３級又は

４級である者は、同表備考⑵の人事委員会規則で定める職

　（教育職給料表（二）の適用範囲等）

第�５条　教育職給料表（二）は、次の各号に掲げる職員に適

用する。

　⑴　略

　⑵�　特別支援学校で専攻科又は高等部が設置されているも

のに勤務する校長、副校長及び教頭、これらの学校の専

攻科又は高等部に勤務する主幹教諭、指導教諭、教諭、

養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手並び

にこれらの学校の専攻科又は高等部の教科を担任する次

条第１項第２号に掲げる者

　⑶　略

２�　教育職給料表（二）備考⑵及び高等学校教育職給料表備

考⑵の人事委員会規則で定める職員は、前項各号に掲げる

者及び高等学校教育職給料表の適用を受ける者のうちその

職務の級が３級である者とする。

　（教育職給料表（三）の適用範囲等）

第�６条　教育職給料表（三）は、次の各号に掲げる職員に適

用する。

　⑴　略

　⑵�　特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教

諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養

護助教諭、講師及び寄宿舎指導員（前条第２号に掲げる

者を除く。）

２�　教育職給料表（三）備考⑵及び小学校中学校教育職給料

表備考⑵の人事委員会規則で定める職員は、前項第１号に

掲げる者及び小学校中学校教育職給料表の適用を受ける者

のうちその職務の級が３級である者とする。

３�　第１項の職員のうち同項第２号に掲げる者については、

同項の規定にかかわらず、当分の間、教育職給料表（二）

を適用する。この場合において、その職務の級が３級で

ある者は、同表備考⑵の人事委員会規則で定める職員とす
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　員とする。 　る。

　（通勤手当の支給に関する規則の一部改正）

第２条　通勤手当の支給に関する規則（昭和46年長崎県人事委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（自動車等使用者についての特例）

第�９条　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（昭和47年長崎県条例第58号）附則第７項に規定する職員

の通勤距離の区分に応じ、人事委員会規則で定める額は、

次の各号に掲げる額とする。

　⑴～⒂　略

　⒃�　自動車等を使用する距離が片道75キロメートル以上80

キロメートル未満　４万9,200円

　⒄�　自動車等を使用する距離が片道80キロメートル以上85

キロメートル未満　５万2,700円

　⒅�　自動車等を使用する距離が片道85キロメートル以上90

キロメートル未満　５万6,200円

　⒆�　自動車等を使用する距離が片道90キロメートル以上95

キロメートル未満　５万9,600円

　⒇�　自動車等を使用する距離が片道95キロメートル以上

100キロメートル未満　６万3,000円

　21　自動車等を使用する距離が片道100キロメートル以上

　　　６万6,400円

　（自動車等使用者についての特例）

第�９条　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（昭和47年長崎県条例第58号）附則第７項に規定する職員

の通勤距離の区分に応じ、人事委員会規則で定める額は、

次の各号に掲げる額とする。

　⑴～⒂　略

　⒃�　自動車等を使用する距離が片道75キロメートル以上　

４万9,200円

　（義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正）

第�３条　義務教育等教員特別手当の支給に関する規則（昭和50年長崎県人事委員会規則第26号）の一部を次のよ

うに改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（義務教育等教員特別手当の月額）

第�４条　義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じて当該各号に掲げる額と校務の種類に

応じて加える額との合計額（職員の勤務時間、休暇等に関

する条例（平成７年長崎県条例第６号）第２条第２項に規

定する育児短時間勤務職員等、同条第３項に規定する定年

前再任用短時間勤務職員及び同条第４項に規定する任期付

短時間勤務職員にあっては、その額に同条第２項から第４

項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額と

し、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額とする。）とする。

　⑴～⑹　略

２�　前項の校務の種類に応じて加える額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

　⑴�　１の学級（小学校、中学校、義務教育学校及び高等学

校の学級に限り、特別支援学級を除く。以下同じ。）を

１人の職員で担任する業務に従事する職員　3,000円

　⑵�　１以上の学級を複数の職員で担任する業務に従事する

職員　3,000円に当該学級の数を乗じ、その額を当該職

員の数で除して得た額（その額に１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額）

　（義務教育等教員特別手当の月額）

第�４条　義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額（職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成７年長崎県条例第６号）

第２条第２項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第３

項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第４項

に規定する任期付短時間勤務職員にあっては、その額に同

条第２項から第４項までの規定により定められたその者の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額とする。）とする。

　⑴～⑹　略
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３�　前項の校務の種類に応じて加える額の支給は、職員が同

項の職員たる要件を満たすに至った日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）

から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場

合においてはその事実の生じた日の属する月をもって終わ

る。

別表第１（第４条関係）

　�教育職給料表（三）又は小学校中学校教育職給料表の適用

を受ける者

別表第１（第４条関係）

　�教育職給料表（三）又は小学校中学校教育職給料表の適用

を受ける者

職員の
区　分

　職務の級
１級 ２級 特２級 ３級 ４級

号給　　

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員　　

1 1,300円 1,400円 2,800円 3,400円 5,100円
2 1,300 1,400 2,800 3,400 5,100
3 1,300 1,400 2,800 3,400 5,100
4 1,300 1,400 2,800 3,400 5,100
5 1,300 1,600 3,000 3,500 5,200
6 1,300 1,600 3,000 3,500 5,200
7 1,300 1,600 3,000 3,500 5,200
8 1,300 1,600 3,000 3,500 5,200
9 1,400 1,700 3,200 3,600 5,300
10 1,400 1,700 3,200 3,600 5,300
11 1,400 1,700 3,200 3,600 5,300
12 1,400 1,700 3,200 3,600 5,300
13 1,500 1,700 3,300 3,800 5,400
14 1,500 1,700 3,300 3,800 5,400
15 1,500 1,700 3,300 3,800 5,400
16 1,500 1,700 3,300 3,800 5,400
17 1,600 1,800 3,400 3,800 5,500
18 1,600 1,800 3,400 3,800 5,500
19 1,600 1,800 3,400 3,800 5,500
20 1,600 1,800 3,400 3,800 5,500
21 1,700 1,900 3,500 4,000 5,600
22 1,700 1,900 3,500 4,000
23 1,700 1,900 3,500 4,000
24 1,700 1,900 3,500 4,000
25 1,800 2,000 3,700 4,100
26 1,800 2,000 3,700 4,100
27 1,800 2,000 3,700 4,100
28 1,800 2,000 3,700 4,100
29 1,900 2,100 3,800 4,100
30 1,900 2,100 3,800 4,100
31 1,900 2,100 3,800 4,100
32 1,900 2,100 3,800 4,100
33 1,900 2,200 3,900 4,200
34 1,900 2,200 3,900 4,200
35 1,900 2,200 3,900 4,200
36 1,900 2,200 3,900 4,200
37 2,000 2,300 4,000 4,400
38 2,000 2,300 4,000 4,400
39 2,000 2,300 4,000 4,400
40 2,000 2,300 4,000 4,400
41 2,200 2,400 4,000 4,400
42 2,200 2,400 4,000 4,400
43 2,200 2,400 4,000 4,400
44 2,200 2,400 4,000 4,400
45 2,200 2,600 4,100 4,600
46 2,200 2,600 4,100 4,600
47 2,200 2,600 4,100 4,600
48 2,200 2,600 4,100 4,600
49 2,300 2,600 4,200 4,700
50 2,300 2,600 4,200 4,700
51 2,300 2,600 4,200 4,700
52 2,300 2,600 4,200 4,700
53 2,400 2,800 4,400 4,700
54 2,400 2,800 4,400 4,700
55 2,400 2,800 4,400 4,700
56 2,400 2,800 4,400 4,700
57 2,400 3,000 4,400 4,800

職員の
区　分

　職務の級
１級 ２級 特２級 ３級 ４級

号給　　

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員　　

1 2,000円 2,100円 4,000円 4,900円 7,400円
2 2,000 2,100 4,000 4,900 7,400
3 2,000 2,100 4,000 4,900 7,400
4 2,000 2,100 4,000 4,900 7,400
5 2,000 2,300 4,300 5,100 7,500
6 2,000 2,300 4,300 5,100 7,500
7 2,000 2,300 4,300 5,100 7,500
8 2,000 2,300 4,300 5,100 7,500
9 2,100 2,400 4,500 5,200 7,600
10 2,100 2,400 4,500 5,200 7,600
11 2,100 2,400 4,500 5,200 7,600
12 2,100 2,400 4,500 5,200 7,600
13 2,200 2,500 4,700 5,400 7,700
14 2,200 2,500 4,700 5,400 7,700
15 2,200 2,500 4,700 5,400 7,700
16 2,200 2,500 4,700 5,400 7,700
17 2,300 2,600 4,900 5,500 7,900
18 2,300 2,600 4,900 5,500 7,900
19 2,300 2,600 4,900 5,500 7,900
20 2,300 2,600 4,900 5,500 7,900
21 2,400 2,800 5,100 5,700 8,000
22 2,400 2,800 5,100 5,700
23 2,400 2,800 5,100 5,700
24 2,400 2,800 5,100 5,700
25 2,600 2,900 5,300 5,900
26 2,600 2,900 5,300 5,900
27 2,600 2,900 5,300 5,900
28 2,600 2,900 5,300 5,900
29 2,700 3,000 5,400 6,000
30 2,700 3,000 5,400 6,000
31 2,700 3,000 5,400 6,000
32 2,700 3,000 5,400 6,000
33 2,800 3,200 5,600 6,100
34 2,800 3,200 5,600 6,100
35 2,800 3,200 5,600 6,100
36 2,800 3,200 5,600 6,100
37 2,900 3,300 5,700 6,300
38 2,900 3,300 5,700 6,300
39 2,900 3,300 5,700 6,300
40 2,900 3,300 5,700 6,300
41 3,100 3,500 5,800 6,400
42 3,100 3,500 5,800 6,400
43 3,100 3,500 5,800 6,400
44 3,100 3,500 5,800 6,400
45 3,200 3,700 6,000 6,600
46 3,200 3,700 6,000 6,600
47 3,200 3,700 6,000 6,600
48 3,200 3,700 6,000 6,600
49 3,300 3,800 6,100 6,800
50 3,300 3,800 6,100 6,800
51 3,300 3,800 6,100 6,800
52 3,300 3,800 6,100 6,800
53 3,400 4,100 6,300 6,900
54 3,400 4,100 6,300 6,900
55 3,400 4,100 6,300 6,900
56 3,400 4,100 6,300 6,900
57 3,500 4,300 6,400 7,000
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58 2,400 3,000 4,400 4,800
59 2,400 3,000 4,400 4,800
60 2,400 3,000 4,400 4,800
61 2,500 3,200 4,500 4,900
62 2,500 3,200 4,500 4,900
63 2,500 3,200 4,500 4,900
64 2,500 3,200 4,500 4,900
65 2,600 3,300 4,700 5,000
66 2,600 3,300 4,700 5,000
67 2,600 3,300 4,700 5,000
68 2,600 3,300 4,700 5,000
69 2,600 3,400 4,700 5,100
70 2,600 3,400 4,700 5,100
71 2,600 3,400 4,700 5,100
72 2,600 3,400 4,700 5,100
73 2,700 3,500 4,700 5,100
74 2,700 3,500 4,700 5,100
75 2,700 3,500 4,700 5,100
76 2,700 3,500 4,700 5,100
77 2,800 3,700 4,700 5,200
78 2,800 3,700 4,700 5,200
79 2,800 3,700 4,700 5,200
80 2,800 3,700 4,700 5,200
81 2,800 3,800 4,800 5,200
82 2,800 3,800 4,800
83 2,800 3,800 4,800
84 2,800 3,800 4,800
85 2,800 3,800 5,000
86 2,800 3,800 5,000
87 2,800 3,800 5,000
88 2,800 3,800 5,000
89 2,900 3,900 5,000
90 2,900 3,900 5,000
91 2,900 3,900 5,000
92 2,900 3,900 5,000
93 3,000 4,000 5,000
94 3,000 4,000 5,000
95 3,000 4,000 5,000
96 3,000 4,000 5,000
97 3,100 4,100 5,100
98 3,100 4,100 5,100
99 3,100 4,100 5,100
100 3,100 4,100 5,100
101 3,100 4,200 5,100
102 3,100 4,200 5,100
103 3,100 4,200 5,100
104 3,100 4,200 5,100
105 3,200 4,300 5,100
106 3,200 4,300
107 3,200 4,300
108 3,200 4,300
109 3,200 4,400
110 3,200 4,400
111 3,200 4,400
112 3,200 4,400
113 3,200 4,400
114 3,200 4,400
115 3,200 4,400
116 3,200 4,400
117 3,300 4,500
118 3,300 4,500
119 3,300 4,500
120 3,300 4,500
121 3,300 4,600
122 3,300 4,600
123 3,300 4,600
124 3,300 4,600
125 3,300 4,700
126 4,700
127 4,700
128 4,700
129 4,700
130 4,700
131 4,700

58 3,500 4,300 6,400 7,000
59 3,500 4,300 6,400 7,000
60 3,500 4,300 6,400 7,000
61 3,600 4,500 6,500 7,100
62 3,600 4,500 6,500 7,100
63 3,600 4,500 6,500 7,100
64 3,600 4,500 6,500 7,100
65 3,700 4,800 6,700 7,200
66 3,700 4,800 6,700 7,200
67 3,700 4,800 6,700 7,200
68 3,700 4,800 6,700 7,200
69 3,800 4,900 6,800 7,300
70 3,800 4,900 6,800 7,300
71 3,800 4,900 6,800 7,300
72 3,800 4,900 6,800 7,300
73 3,900 5,100 6,900 7,400
74 3,900 5,100 6,900 7,400
75 3,900 5,100 6,900 7,400
76 3,900 5,100 6,900 7,400
77 4,000 5,300 6,900 7,500
78 4,000 5,300 6,900 7,500
79 4,000 5,300 6,900 7,500
80 4,000 5,300 6,900 7,500
81 4,100 5,400 7,000 7,500
82 4,100 5,400 7,000
83 4,100 5,400 7,000
84 4,100 5,400 7,000
85 4,100 5,500 7,200
86 4,100 5,500 7,200
87 4,100 5,500 7,200
88 4,100 5,500 7,200
89 4,200 5,600 7,200
90 4,200 5,600 7,200
91 4,200 5,600 7,200
92 4,200 5,600 7,200
93 4,300 5,800 7,200
94 4,300 5,800 7,200
95 4,300 5,800 7,200
96 4,300 5,800 7,200
97 4,400 5,900 7,300
98 4,400 5,900 7,300
99 4,400 5,900 7,300
100 4,400 5,900 7,300
101 4,400 6,100 7,300
102 4,400 6,100 7,300
103 4,400 6,100 7,300
104 4,400 6,100 7,300
105 4,500 6,200 7,300
106 4,500 6,200
107 4,500 6,200
108 4,500 6,200
109 4,500 6,300
110 4,500 6,300
111 4,500 6,300
112 4,500 6,300
113 4,600 6,400
114 4,600 6,400
115 4,600 6,400
116 4,600 6,400
117 4,700 6,500
118 4,700 6,500
119 4,700 6,500
120 4,700 6,500
121 4,700 6,600
122 4,700 6,600
123 4,700 6,600
124 4,700 6,600
125 4,800 6,700
126 6,700
127 6,700
128 6,700
129 6,800
130 6,800
131 6,800
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132 4,700
133 4,700
134 4,700
135 4,700
136 4,700
137 4,700
138 4,700
139 4,700
140 4,700
141 4,700
142 4,700
143 4,700
144 4,700
145 4,800
146 4,800
147 4,800
148 4,800
149 4,900
150 4,900
151 4,900
152 4,900
153 4,900
154 4,900
155 4,900
156 4,900
157 4,900

定年前再
任用短時
間勤務職
員　　　

2,200 2,600 3,200 3,500 4,400

別表第２（第４条関係）

　�教育職給料表（二）又は高等学校教育職給料表の適用を受

ける者

職員の
区　分

　職務の級
１級 ２級 特２級 ３級 ４級

号給　　

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員　　

1 1,300円 1,700円 2,800円 4,000円 5,100円
2 1,300 1,700 2,800 4,000 5,100
3 1,300 1,700 2,800 4,000 5,100
4 1,300 1,700 2,800 4,000 5,100
5 1,300 1,800 3,000 4,100 5,200
6 1,300 1,800 3,000 4,100 5,200
7 1,300 1,800 3,000 4,100 5,200
8 1,300 1,800 3,000 4,100 5,200
9 1,400 1,900 3,200 4,100 5,300
10 1,400 1,900 3,200 4,100 5,300
11 1,400 1,900 3,200 4,100 5,300
12 1,400 1,900 3,200 4,100 5,300
13 1,500 2,000 3,300 4,200 5,400
14 1,500 2,000 3,300 4,200 5,400
15 1,500 2,000 3,300 4,200 5,400
16 1,500 2,000 3,300 4,200 5,400
17 1,600 2,100 3,400 4,400 5,500
18 1,600 2,100 3,400 4,400 5,500
19 1,600 2,100 3,400 4,400 5,500
20 1,600 2,100 3,400 4,400 5,500
21 1,700 2,200 3,500 4,400 5,600
22 1,700 2,200 3,500 4,400
23 1,700 2,200 3,500 4,400
24 1,700 2,200 3,500 4,400
25 1,800 2,300 3,700 4,600
26 1,800 2,300 3,700 4,600
27 1,800 2,300 3,700 4,600
28 1,800 2,300 3,700 4,600
29 1,900 2,400 3,800 4,700
30 1,900 2,400 3,800 4,700
31 1,900 2,400 3,800 4,700
32 1,900 2,400 3,800 4,700
33 1,900 2,600 3,900 4,700
34 1,900 2,600 3,900 4,700
35 1,900 2,600 3,900 4,700
36 1,900 2,600 3,900 4,700
37 2,000 2,600 4,000 4,800

132 6,800
133 6,900
134 6,900
135 6,900
136 6,900
137 6,900
138 6,900
139 6,900
140 6,900
141 6,900
142 6,900
143 6,900
144 6,900
145 7,000
146 7,000
147 7,000
148 7,000
149 7,100
150 7,100
151 7,100
152 7,100
153 7,100
154 7,100
155 7,100
156 7,100
157 7,100

定年前再
任用短時
間勤務職
員　　　

3,200 3,800 4,500 5,100 6,400

別表第２（第４条関係）

　�教育職給料表（二）又は高等学校教育職給料表の適用を受

ける者

職員の
区　分

　職務の級
１級 ２級 特２級 ３級 ４級

号給　　

定年前再
任用短時
間勤務職
員以外の
職員　　

1 2,000円 2,500円 4,000円 5,700円 7,400円
2 2,000 2,500 4,000 5,700 7,400
3 2,000 2,500 4,000 5,700 7,400
4 2,000 2,500 4,000 5,700 7,400
5 2,000 2,600 4,300 5,900 7,500
6 2,000 2,600 4,300 5,900 7,500
7 2,000 2,600 4,300 5,900 7,500
8 2,000 2,600 4,300 5,900 7,500
9 2,100 2,800 4,500 6,000 7,600
10 2,100 2,800 4,500 6,000 7,600
11 2,100 2,800 4,500 6,000 7,600
12 2,100 2,800 4,500 6,000 7,600
13 2,200 2,900 4,700 6,100 7,700
14 2,200 2,900 4,700 6,100 7,700
15 2,200 2,900 4,700 6,100 7,700
16 2,200 2,900 4,700 6,100 7,700
17 2,300 3,000 4,900 6,300 7,900
18 2,300 3,000 4,900 6,300 7,900
19 2,300 3,000 4,900 6,300 7,900
20 2,300 3,000 4,900 6,300 7,900
21 2,400 3,200 5,100 6,400 8,000
22 2,400 3,200 5,100 6,400
23 2,400 3,200 5,100 6,400
24 2,400 3,200 5,100 6,400
25 2,600 3,300 5,300 6,600
26 2,600 3,300 5,300 6,600
27 2,600 3,300 5,300 6,600
28 2,600 3,300 5,300 6,600
29 2,700 3,500 5,400 6,800
30 2,700 3,500 5,400 6,800
31 2,700 3,500 5,400 6,800
32 2,700 3,500 5,400 6,800
33 2,800 3,700 5,600 6,900
34 2,800 3,700 5,600 6,900
35 2,800 3,700 5,600 6,900
36 2,800 3,700 5,600 6,900
37 2,900 3,800 5,700 7,000
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38 2,000 2,600 4,000 4,800
39 2,000 2,600 4,000 4,800
40 2,000 2,600 4,000 4,800
41 2,200 2,800 4,000 4,900
42 2,200 2,800 4,000 4,900
43 2,200 2,800 4,000 4,900
44 2,200 2,800 4,000 4,900
45 2,200 3,000 4,100 5,000
46 2,200 3,000 4,100 5,000
47 2,200 3,000 4,100 5,000
48 2,200 3,000 4,100 5,000
49 2,300 3,200 4,200 5,100
50 2,300 3,200 4,200 5,100
51 2,300 3,200 4,200 5,100
52 2,300 3,200 4,200 5,100
53 2,400 3,300 4,400 5,100
54 2,400 3,300 4,400 5,100
55 2,400 3,300 4,400 5,100
56 2,400 3,300 4,400 5,100
57 2,400 3,400 4,400 5,200
58 2,400 3,400 4,400 5,200
59 2,400 3,400 4,400 5,200
60 2,400 3,400 4,400 5,200
61 2,500 3,500 4,500 5,200
62 2,500 3,500 4,500
63 2,500 3,500 4,500
64 2,500 3,500 4,500
65 2,600 3,700 4,700
66 2,600 3,700 4,700
67 2,600 3,700 4,700
68 2,600 3,700 4,700
69 2,600 3,800 4,700
70 2,600 3,800 4,700
71 2,600 3,800 4,700
72 2,600 3,800 4,700
73 2,700 3,800 4,700
74 2,700 3,800 4,700
75 2,700 3,800 4,700
76 2,700 3,800 4,700
77 2,800 3,900 4,700
78 2,800 3,900 4,700
79 2,800 3,900 4,700
80 2,800 3,900 4,700
81 2,800 4,000 4,800
82 2,800 4,000 4,800
83 2,800 4,000 4,800
84 2,800 4,000 4,800
85 2,800 4,100 5,000
86 2,800 4,100 5,000
87 2,800 4,100 5,000
88 2,800 4,100 5,000
89 2,900 4,200 5,000
90 2,900 4,200 5,000
91 2,900 4,200 5,000
92 2,900 4,200 5,000
93 3,000 4,300 5,000
94 3,000 4,300 5,000
95 3,000 4,300 5,000
96 3,000 4,300 5,000
97 3,100 4,400 5,100
98 3,100 4,400 5,100
99 3,100 4,400 5,100
100 3,100 4,400 5,100
101 3,100 4,400 5,100
102 3,100 4,400 5,100
103 3,100 4,400 5,100
104 3,100 4,400 5,100
105 3,200 4,500 5,100
106 3,200 4,500
107 3,200 4,500
108 3,200 4,500
109 3,200 4,600
110 3,200 4,600
111 3,200 4,600

38 2,900 3,800 5,700 7,000
39 2,900 3,800 5,700 7,000
40 2,900 3,800 5,700 7,000
41 3,100 4,100 5,800 7,100
42 3,100 4,100 5,800 7,100
43 3,100 4,100 5,800 7,100
44 3,100 4,100 5,800 7,100
45 3,200 4,300 6,000 7,200
46 3,200 4,300 6,000 7,200
47 3,200 4,300 6,000 7,200
48 3,200 4,300 6,000 7,200
49 3,300 4,500 6,100 7,300
50 3,300 4,500 6,100 7,300
51 3,300 4,500 6,100 7,300
52 3,300 4,500 6,100 7,300
53 3,400 4,800 6,300 7,400
54 3,400 4,800 6,300 7,400
55 3,400 4,800 6,300 7,400
56 3,400 4,800 6,300 7,400
57 3,500 4,900 6,400 7,500
58 3,500 4,900 6,400 7,500
59 3,500 4,900 6,400 7,500
60 3,500 4,900 6,400 7,500
61 3,600 5,100 6,500 7,500
62 3,600 5,100 6,500
63 3,600 5,100 6,500
64 3,600 5,100 6,500
65 3,700 5,300 6,700
66 3,700 5,300 6,700
67 3,700 5,300 6,700
68 3,700 5,300 6,700
69 3,800 5,400 6,800
70 3,800 5,400 6,800
71 3,800 5,400 6,800
72 3,800 5,400 6,800
73 3,900 5,500 6,900
74 3,900 5,500 6,900
75 3,900 5,500 6,900
76 3,900 5,500 6,900
77 4,000 5,600 6,900
78 4,000 5,600 6,900
79 4,000 5,600 6,900
80 4,000 5,600 6,900
81 4,100 5,800 7,000
82 4,100 5,800 7,000
83 4,100 5,800 7,000
84 4,100 5,800 7,000
85 4,100 5,900 7,200
86 4,100 5,900 7,200
87 4,100 5,900 7,200
88 4,100 5,900 7,200
89 4,200 6,100 7,200
90 4,200 6,100 7,200
91 4,200 6,100 7,200
92 4,200 6,100 7,200
93 4,300 6,200 7,200
94 4,300 6,200 7,200
95 4,300 6,200 7,200
96 4,300 6,200 7,200
97 4,400 6,300 7,300
98 4,400 6,300 7,300
99 4,400 6,300 7,300
100 4,400 6,300 7,300
101 4,400 6,400 7,300
102 4,400 6,400 7,300
103 4,400 6,400 7,300
104 4,400 6,400 7,300
105 4,500 6,500 7,300
106 4,500 6,500
107 4,500 6,500
108 4,500 6,500
109 4,500 6,600
110 4,500 6,600
111 4,500 6,600
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　　　附　則

　この規則は、令和８年１月１日から施行する。

発
行
者
　
長
　
崎
　
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
代
表
（
八
二
四
）
一
一
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
長
崎
市
樺
島
町
八
番
十
二
号
　
　
株
式
会
社 

ク 

イ 

ッ 

ク 

プ 

リ 

ン 

ト

　
　
　
　
長
崎
市
尾
上
町
三
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
通
（
八
九
五
）
二
一
一
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
　
　
田
　
　
宏
　
　
弥

112 3,200 4,600
113 3,200 4,700
114 3,200 4,700
115 3,200 4,700
116 3,200 4,700
117 3,300 4,700
118 3,300 4,700
119 3,300 4,700
120 3,300 4,700
121 3,300 4,700
122 3,300 4,700
123 3,300 4,700
124 3,300 4,700
125 3,300 4,700
126 3,300 4,700
127 3,300 4,700
128 3,300 4,700
129 3,400 4,700
130 3,400 4,700
131 3,400 4,700
132 3,400 4,700
133 3,400 4,800
134 3,400 4,800
135 3,400 4,800
136 3,400 4,800
137 3,400 4,900
138 3,400 4,900
139 3,400 4,900
140 3,400 4,900
141 3,500 4,900
142 3,500 4,900
143 3,500 4,900
144 3,500 4,900
145 3,500 4,900
146 3,500
147 3,500
148 3,500
149 3,500
150 3,500
151 3,500
152 3,500
153 3,500

定年前再
任用短時
間勤務職
員　　　

2,200 2,600 3,200 3,500 4,400

112 4,500 6,600
113 4,600 6,700
114 4,600 6,700
115 4,600 6,700
116 4,600 6,700
117 4,700 6,800
118 4,700 6,800
119 4,700 6,800
120 4,700 6,800
121 4,700 6,900
122 4,700 6,900
123 4,700 6,900
124 4,700 6,900
125 4,800 6,900
126 4,800 6,900
127 4,800 6,900
128 4,800 6,900
129 4,900 6,900
130 4,900 6,900
131 4,900 6,900
132 4,900 6,900
133 4,900 7,000
134 4,900 7,000
135 4,900 7,000
136 4,900 7,000
137 4,900 7,100
138 4,900 7,100
139 4,900 7,100
140 4,900 7,100
141 5,000 7,100
142 5,000 7,100
143 5,000 7,100
144 5,000 7,100
145 5,100 7,100
146 5,100
147 5,100
148 5,100
149 5,100
150 5,100
151 5,100
152 5,100
153 5,100

定年前再
任用短時
間勤務職
員　　　

3,200 3,800 4,500 5,100 6,400
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